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中国古代・中世の紙・簡牘併用期の詔令と書写材料

野 口 　優
京都大学人文科学研究所　研究員

緒 言
周知のように、書写材料における紙と簡牘の併用に関
する研究は、二十世紀初頭より紙・簡牘の出土が相次い
だことから、ここ一世紀で急速に研究が進展した。本報
告では、紙が書写材料として普及してきた三国魏時代に
なって初めて現れた黄紙詔書の性質について論ずる。紙
が魏晋南北朝時代に至って官文書として利用されたこと
は、夙に王国維氏が指摘している1）。本報告で検討する
黄紙詔書の黄紙については、中村圭爾氏の研究があ
る2）。しかし、氏の研究は、主に六朝時代を検討対象と
していることから、本稿の取り扱う時代とは少し年代的
に離れているため、今回は検討の対象としない。三国魏
の黄紙詔書については、冨谷至氏が学説を発表してい
る3）。私見では、冨谷氏の学説が現在最も受け入れられ
たものであり、すでに通説としての地位を確固たるもの
にしているといっても過言ではない。本研究は、その冨
谷氏の古代から中世に至る書写材料の変遷に関する学説
の中で、特に、三国時代の黄紙詔書に対する見解につい
て再検討を試みるものである。

考察と結果
冨谷氏の学説は、以下のとおりである。詔の中には、
皇帝直筆の詔である手詔があり、それが青紙詔であっ
た。青紙詔は、皇太子廃位、断罪、誅殺など、特に重要
な内容をもった詔であった。重要な内容であるために皇
帝直筆なのであり、それを明示するために青紙に書かれ
たとする。さらに、冨谷氏は、詔について、明帝崩御を
めぐる史料を分析し、先に劉放に黄色の紙に書かせた通
常の詔と、三度目の詔で、『漢晋春秋』に「帝の手を執
りて強いて之を作す」とあるように、明帝の直筆である
手詔の二種がある。そして、通常の詔は黄色の紙に、手
詔は青色の紙に書かれていたとする。
冨谷氏の学説を再検討するために、冨谷氏が検討した
三国魏の明帝崩御をめぐる史料の他に、冨谷氏が考察し
ていない高貴郷公によって黄色い絹に書かれた詔書に関

する史料を検討した。この黄色い絹に書かれた詔書は、
時の王朝の権臣である司馬氏を排斥するものである
（『三国志』巻四　高貴郷公紀）。
ここで冨谷氏の学説に大きな疑問が生じることとな
る。高貴郷公が出した詔は、青色ではなく、黄色の絹に
書かれていた。冨谷氏の説に従うならば、時の王朝の最
高権力者である司馬昭を排斥するという極めて重大な内
容の詔である以上、皇帝が自筆で青色の紙や絹に書いて
しかるべきであろう。
そこで、当時の政治情勢と詔書を書く中書官の就任者
を調べた。結果は、表一のようになる。表から一目瞭然
のように、中書官就任者の大部分が西晋時代においても
三公・九卿・尚書令・将軍などの高位高官に就任してい
ることである。これは、正始の政変以後、政権を掌握し
た司馬氏が自身の側近・腹心を中書官に配置したという
ことを如実に物語っている。つまり、高貴郷公から見れ
ば、中書官僚は敵方に他ならなかったのである。
高貴郷公が、司馬氏にとって不都合な詔書、それも司
馬氏討伐を内容とするような詔書を作成するには、皇帝
が自身で詔書を作成するほかなかったのである。つま
り、三国魏において、司馬氏討伐という魏王朝にとって
極めて重大な詔は、高貴郷公が自筆で黄色の絹に書いた
ものなのである。ここから、少なくとも三国魏の高貴郷
公の末年までは、冨谷氏が述べる青紙・黄紙詔書の区分
は存在していなかったのである。また、高貴郷公の死後
六年で西晋王朝が創建されることから、青紙詔書は、西
晋時代になってはじめて成立したものとほぼ断じてよい
であろう。
では、書記官が作成する通常の詔書と皇帝自筆の詔書
では、何が異なるのか。この問題を解く鍵は、秘密の
詔、つまり密詔にあるであろう。密詔は州郡や辺境の将
軍宛とあるように、地方へ送られる密詔が念頭に置かれ
ている（『大唐六典』巻九）が、もちろん地方に送られ
るだけでない。『三国志』高貴郷公紀で明らかなように、
高貴郷公は司馬氏討伐の詔を中央官に見せている。この
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事例こそ、詔書の秘密保持の典型的な事例であろう。
さらに、密詔には、秘密保持に付随してもう一つ大き
な役割がある。それは、速やかな詔書の伝達である。上
述の明帝期の自筆詔書の事例では、明帝は崩御直前で
あった。通常の詔のような尚書官を経由してからの伝達
経路では、作成・伝達途上に明帝が崩御する可能性もあ
る。皇帝が自筆で書き、それを側近官に直接伝達させる
ことで、通常の詔書よりも速やかな伝達が可能になるの
である。

要 約
通常の書記官作成の詔書と皇帝の自筆詔書、手詔の区
分は、冨谷氏が述べるような、内容の重要性の軽重に
よって、青紙・黄紙に書き分けられるというものではな
い。少なくとも、三国魏では、皇帝の自筆詔書におい
て、極めて重要な内容を持つものも、黄色の紙もしくは
絹に書かれていた。通常の書記官作成の詔書と皇帝自筆
詔書を分かつ要素は、詔書の作成・伝達過程にあるので
ある。具体的にいえば、皇帝の自筆詔書、特に密詔は、
秘密保持および速やかな作成・伝達を可能とするのであ

る。そして、青紙詔書は、三国魏にはまだ存在せず、西
晋時代に入り、初めて成立するのである。
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表一　正始の政変（二四九）以降の曹魏中書官就任

人　名 西晋時代最高位 中書任官出典

中書監 朱　整 尚書僕射 『太平御覧』巻220中書監条

中書令

孟　康 太子洗馬 『三国志』巻16杜恕伝注引『魏略』

虞　松 不明 『三国志』巻4少帝高貴郷公紀

李　豊 司馬師によって誅殺 『三国志』巻4少帝斉王芳紀

劉　良 廷尉（九卿） 『太平御覧』巻220中書監条

中書侍郎

鍾　会 司馬昭によって討滅 『三国志』巻28鍾会伝

羊　祜 征南大将軍・開府儀同三司 『晋書』巻34羊祜伝

任　愷 太常（九卿） 『晋書』巻45任愷伝

荀　勖 尚書令 『晋書』巻36張華伝

裴　楷 中書令・光録大夫など 『晋書』巻35裴楷伝

張　華 中書監・侍中・右光禄大夫 『晋書』巻36張華伝

衛　瓘 司空（三公）・録尚書事 『晋書』巻36衛瓘伝

鄒　湛 少府（九卿） 『晋書』巻92文苑鄒湛伝

華　廙 尚書令 『晋書』巻53愍懷太子伝


